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平成２６年２月２５日（火曜日）午後２時０８分 開 議 

 

●議事日程第１日  ２月２５日（火曜日） 

第１ 開  会 

第２ 会期の決定 

第３ 行政報告 

第４ 平成２６年度施政方針 

第５ 議案の提案理由の説明及び議案に対する質疑、討論、採決 

１ 議案第１号  平成２６年度飯塚地区消防組合予算 

２ 議案第２号  飯塚地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例 

３ 議案第３号  飯塚地区消防組合行政財産使用料条例の全部を改正する条例 

４ 議案第４号  飯塚地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例 

 第６ 一般質問 

第７ 署名議員の指名 

第８ 閉  会 

●会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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午後２時１０分 開会 

○議長（田中 博文） 

△開会 

出席議員が定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１回飯塚地区消防組合議会

定例会を開会いたします。 

△会期の決定 

会期の決定を議題といたします。おはかりいたします。本定例会の会期は、２月２５日、一

日といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、２月２５日、一日と決定いたしました。 

 

行政報告に入ります。 

組合長の行政報告をお願いいたします。齊藤組合長。 

◎組合長（齊藤 守史） 

本日、平成２６年第１回消防組合議会定例会を招集するに当り、昨年１２月の定例会以降、

本日までの事務事業の大要を報告し、審議の参考に供します。 

はじめに、管内における平成２５年中の火災、救急等の発生状況について報告いたします。 

火災件数は、９２件でこのうち建物火災４７件、同焼損面積２，０１１平方メートル、建物

火災の損害額は１億３３６万４千円となっており、死傷者については死者２人、負傷者６人と

なっております。 

これを前年と比較しますと、建物火災件数２件の増、同焼損面積４７３平方メートルの増、

火災損害額６，２０１万１千円の減、死者２人及び負傷者８人の減となっております。 

次に、救急出場件数は９，４１０件、救急搬送人員は８，７８６人となっております。 

これを前年と比較しますと、救急出場件数３１３件の増、救急搬送人員２７５人の増となっ

ております。 

次に、救助出動件数は１０９件で前年と比較し１３件の増となっております。 

以上が管内における平成２５年中の火災、救急等の発生状況でありますが、今後とも火災の

予防、警防並びに諸災害の防除に全力を傾注してまいる所存であります。 

次に、事務事業の進捗状況につきましては、全国一斉の「文化財防火デー」行事の一環とし

て、管内３ヵ所の文化財等での総合訓練並びに１１カ所の文化財防火査察を実施し、貴重な国

民的財産等の防火点検並びに防火意識の高揚に努めました。 

また、火災予防広報につきましては、組合管内の小学校六年生を対象にした防火ポスターコ

ンクールを実施し、管内の３６校から１，５００作品の応募を受けましたので、飯塚美術協会

のご協力を得て、６４点の入選作品を決定いたしました。なお、最優秀作品１点については、
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飯塚地区消防組合のオリジナル防火ポスターとして作成し、管内事業所等に配布するほか、入

選作品につきましては、３月１日から３月７日までイオン穂波ショッピングセンターにおいて、

防火ポスター展を開催する予定であります。 

次に、消防車両等の整備につきましては、高規格救急自動車を、１月２７日に桂川消防署に

配置し、２月２８日に碓井派出所に配置いたします。また、溝江(みぞえ)昭男(あきお)氏から、

高規格救急自動車 1 台の寄贈の申し出がございましたので、これを受けることといたしました。

４月に飯塚消防署に配置を予定いたしております。       

以上が昨年１２月消防組合議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。 

これより本消防組合議会に提案申し上げます議案は予算議案１件、条例議案３件であります。 

議案の内容は担当者をして説明させますので、よろしくご審議のうえ、ご議決いただきます

ようお願いを申しあげまして行政報告を終わります。 

○議長（田中 博文） 

次に平成２６年度施政方針の説明を求めます。齊藤組合長。 

◎組合長（齊藤 守史） 

平成２６年度予算案を提出するにあたり、施策に対する基本方針と予算の概要について申し

述べ、議員各位のご協力とご理解を得たいと存じます。 

日本経済については、国の経済政策等への期待もあり景気回復へ向けて明るい雰囲気が感じ

られるようになってきたものの、依然として財政的に厳しい状況が続いております。地方にお

いても福島の原発事故や震災からの復興支援の財源確保のため地方交付税の算定について見直

しが行われるなど、地方交付税を基盤とする地方公共団体並びに消防組合の財政状況も厳しい

ものがあります。しかしながら、消防の第一の使命である住民の生命、身体及び財産を守り

「安全・安心な地域社会」を目指す努力は変わるものではないと考えます。従いまして、平成

２６年度の予算編成にあたっては、事務事業の全般にわたってその必要性、緊急性等について

厳しく取捨選択を行い編成いたしました。 このような方針に基づき編成いたしました平成２

６年度予算の総額は、２４億４，２１９万４千円で平成２５年度と比較しますと５億６３万１

千円の減となっております。 

 まず、歳入の主なものは、各市町から分賦していただきます分担金及び負担金２４億３，７

８５万２千円、構成比９９．８２％であります。 

 次に、歳出の主なものは、人件費１９億３，５１９万８千円、構成比７９．２４％、物件費

１億５，０７５万７千円、構成比６．１７％及び投資的経費２億６４６万円、構成比８．４

５％等であります。その他財政の弾力的運用が図られるよう調整的なものとして３００万円を

予備費に留保計上いたしました。 

 次に、主な施策の概要について申し述べます。 

第１に、飯塚地区消防組合基本計画に基づき、組織再編実施計画及び財政健全化実施計画を

着実に進めて参りたいと考えております。 

 第２に、消防防災体制の強化についてであります。 
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近年の災害は複雑、多様化し地球環境の変動に伴い大型台風や、局地的竜巻、集中豪雨等、

予想困難な災害が発生し、甚大な被害をもたらすことが危惧されております。このような災害

に迅速、的確に対処するため、消防車両等整備計画に基づき、本年度は、飯塚消防署の救助工

作車を最新鋭の車両に更新し、車両・装備の強化を図ります。 

また、緊急消防援助隊の九州ブロック訓練及び福岡県総合防災訓練等への参加を通じて消防

機関相互の広域応援体制の連携を図るとともに、地域の消防防災組織の中核である消防団との

協力体制の一層の強化に努めて参ります。 

 第３に、救急業務の高度化についてであります。 

救急業務での救命効果の向上を図るため、年次計画に基づき救急救命東京研修所及び九州研

修所の救急救命士養成課程にそれぞれ１名及び福岡県消防学校の救急科に２名を入校させると

ともに、救急救命士９名の病院内研修を実施し、救急隊員の資質の向上を図るほか、医療機関

等との密接な連携に努め、救急業務の高度化に積極的に取り組んで参ります｡ 

第４に、住宅防火対策の推進についてであります。 

 全国的に住宅火災の犠牲者は、毎年１,０００人を超える高い水準で推移しており、このう

ち約６割以上が６５歳以上の高齢者であることから、今後、高齢化の進展に伴い、さらに増加

することが懸念されております。この住宅火災による犠牲者の減少に向け、高齢者宅の防火査

察及び自治会等での防火講話を通じて、住宅防火意識の普及啓発に努めるとともに、住宅用火

災警報器の設置推進及び高齢者等の災害弱者に配慮した住宅防火対策を、各市町の担当部局及

び関係機関と密接に連携を取りながら進めて参ります。 

 以上、施策の概要と所信の一端を述べ審議の参考に供し、重ねて議員の皆様のご協力をお願

いする次第であります。 

○議長（田中 博文） 

議案第１号平成２６年度飯塚地区消防組合予算を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。戸畑消防長。 

◎消防長（戸畑 廣喜） 

議案第１号「平成２６年度 飯塚地区消防組合予算」の提案理由をご説明申し上げます。 

 お手元の予算書の１ページをお開き願います。 

 まず、歳入歳出予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ２４億４千２１９万４千円で、

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳出予算」

のとおりでございます。 

 次に、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１億３

千万円といたしております。 

 ５ページをお開き願います。 

それでは、２.歳入からその主なものについて、ご説明いたします。 

まず、１（款）分担金及び負担金、１（項）1（目）組合費負担金２４億３千７８５万２千

円は、平成２５年度の地方交付税消防費を基礎に、飯塚市、嘉麻市、桂川町とも１００％の負
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担率で算出した額を計上いたしております。前年度比１億１千６７２万９千円の減となってお

りますが、この減の主な理由は、平成２５年度の地方交付税消防費で単位費用が１万１千３０

０円から１万８００円、率にして４.４２％引き下げられたことによるものでございます。各

市町の組合費負担金の内訳は、説明欄記載のとおりでございます。 

次に、２（款）使用料及び手数料、１（項）１（目）総務使用料は、前年度と同額を計上い

たしております。 

次に、２（項）１（目）消防手数料９５万８千円は、前年度比１５万３千円の増となってお

りますが、この主な理由は危険物製造所等申請手数料の増によるもので、昨年度収入実績に基

づき計上いたしております。 

次に、６ページ３（款）財産収入、１（項）１（目）利子及び配当金は、説明欄記載の各種

基金の運用利子を計上いたしております。 

次に、２（項）１（目）物品売払収入は、説明欄記載の不用品売払収入が未定でございます

ので存置科目として計上いたしております。 

次に、４（款）繰入金、１（項）１（目）消防施設整備基金繰入金、２７２万１千円につき

ましては、消防施設整備基金から消防・救急無線デジタル化整備事業債の償還に充当するもの

でございます。 

なお、今回の起債の償還額につきましては、地方交付税及び財団法人福岡県市町村振興協会

からの助成金で補填されることとなっております。 

次に、５（款）繰越金、１（項）１（目）繰越金及び６（款）諸収入、１（項）１（目）組

合預金利子は、金額が未定でございますので存置科目として計上いたしております。 

次に、７ページ ６（款）諸収入、２（項）１（目）雑入は、前年度実績を基に定例的な収

入見込額１８万６千円を計上いたしております。以上が、歳入予算の主なものでございます。 

次に、８ページをお開きください。 

３.歳出についてご説明申し上げます。 

まず、１（款）１（項）１（目）議会費は、前年度と同額の３２万３千円を計上いたしてお

ります。 

次に、２（款）総務費、１（項）１（目）一般管理費２千１９万９千円のうち、１（節）報

酬から１２（節）役務費までは、前年度とほぼ同額を計上いたしております。 

次に、１３（節）委託料は、前年度比７１１万７千円減の１千１６万５千円を計上いたして

おります。この減の主な理由は、前年度計上いたしておりました情報ネットワーク再構築委託

料の減によるものでございます。 

次に、１４（節）使用料及び賃借料は、前年度比１０７万３千円減の５８５万８千円を計上

いたしております。その主な理由は、情報ネットワーク機器借上げ料のリース期間が本年９月

に終了することに伴う減でございます。 

１９（節）負担金補助及び交付金は、前年度とほぼ同額を計上いたしております。 

次に、２５（節）積立金は、歳入でご説明いたしました財政調整基金の預金利子を積み立て
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るものでございます。 

続きまして、２（項）１（目）監査委員費、１０万２千円は、前年度と同額を計上いたして

おります。 

次に、３（款）消防費、１（項）１（目）、常備消防費２１億２千９３３万９千円のうち、

２（節）給料、３（節）職員手当等、１０ページ４（節）共済費及び７（節）賃金は、消防職

員２４５名（内、再任用職員１２名）及び臨時職員２名の人件費でございます。前年度比２千

６２４万円の増となっております。この主な理由は、定期昇給による増、再任用職員の増、管

理職手当の定率制から定額制へ改正したことによるものでございます。 

次に、８（節）報償費及び９（節）旅費は、前年度並の額を計上いたしております。 

次に、１１（節）需用費は、前年度比３千９１０万９千円増の１億２千２３６万４千円を計

上いたしております。この増の主な理由は、燃料費単価の見直し及び飯塚消防署はしご車のオ

ーバーホール修繕料の計上に伴うものでございます。 

次に、１１ページ１２（節）役務費は、前年度並を計上いたしております。 

次に、１３（節）委託料は、前年度比１千６９５万６千円増の２千３３４万６千円を計上い

たしております。この増の主な理由は、消防指令装置保守点検委託料の増によるものでござい

ます。 

次に、１４（節）使用料及び賃借料並びに１２ページの１６（節）原材料費は、前年度並を

計上いたしております。 

次に、１８（節）備品購入費７５９万円は、財政健全化実施計画に基づき前年度並を計上い

たしております。 

次に、１９（節）負担金補助及び交付金は、前年度比２８１万３千円増の２億４９１万９千

円を計上いたしております。これは説明欄記載の退職手当組合負担金の増によるものでござい

ます。 

次に、２２（節）補償補てん及び賠償金５０万１千円は、前年度と同額を計上いたしており

ます。 

続きまして２５（節）積立金、説明欄消防賞じゆつ金基金預金利子積立金３万５千円は、歳

入でご説明しました預金利子を積み立てるものでございます。 

次に、２７（節）公課費１１８万７千円は、車検車両分の自動車重量税を計上いたしており

ます。 

次に、１３ページ２（目）消防施設費、１２（節）役務費、不動産鑑定手数料２１５万６千

円及び１３（節）委託料、各所調査測量委託料８２５万７千円は、飯塚地区消防組合基本計画

及び組織再編実施計画に基づき５箇所の庁舎用地購入準備のため計上いたしたものであります。 

 次に、１８（節）備品購入費１億５千３９０万４千円は、説明欄、車両購入費、消防車両等

年度別整備計画に基づき更新いたします飯塚消防署救助工作車１台及び救急救助器具費、寄贈

を受けます高規格救急自動車の装備品を整備するために計上いたしております。 

次に、２５（節）積立金、説明欄記載の消防庁舎及び職員公舎建設基金積立金１億２千２０
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３万円は、消防組合組織再編に向け積立てるものであります。また、同説明欄消防施設整備基

金預金利子積立金２９万８千円は、歳入でご説明いたしました、預金利子を積み立てるもので

ございます。 

次に、４（款）公債費２８８万４千円は、歳入の繰入金でご説明いたしました消防・救急無

線デジタル化整備事業債の組合債償還元金８９万７千円、組合債利子１８２万４千円及び一時

借入金利子１６万３千円を計上いたしております。 

次に、５（款）予備費につきましては、予備的費用として前年度同額の３００万円を計上い

たしております。 

以上が、歳出予算の概要でございます。 

１４ページ以下の給与費明細書、債務負担行為の支出予定額等に関する調書及び地方債の現

在高の見込みに関する調書につきましては説明を省略させていただきます。 

以上で、平成２６年度飯塚地区消防組合予算の概要説明を終わります。ご審議のうえ、ご議

決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 博文） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた

します。 

討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第１号「平成２６年度 飯塚地区消防組合予算」について、原案どお

り可決することにご異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

次に、議案第２号「飯塚地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例」を議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。戸畑消防長。 

◎消防長（戸畑 廣喜） 

議案第２号「飯塚地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例」について、提案

理由をご説明いたします。 

議案書の１ページをお開き願います。 

本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律 (平成２５年法律第４４号)による改正後の消防組織法（昭和２２年法律第２２６

号）第１５条において、消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する

者の資格を市町村条例で定めることとされたため、本案を提出するものであります。 
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先ず、第１条は趣旨規定でございます。消防組織法第１５条第２項の規定に基づき、飯塚地

区消防組合における消防長及び消防署長の資格について必要な事項を定めることといたしてお

ります。  

次に、第２条は、消防長の資格を定めており、消防職員として消防事務に従事した者で、消

防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に１年以上あったも

のであることと定めております。 

次に、第３条は、署長の資格について定めており同条第１号で、消防吏員として消防事務に

従事した者で消防司令以上の階級に１年以上あったものであること。同条第２号において、消

防吏員として消防事務に従事した者で消防司令補以上の階級に３年以上あったもの（前号に該

当する者を除く）であることといたしております。この条例は、附則におきまして、平成２６

年４月１日から施行することといたしております。 

以上で議案第２号「飯塚地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例」の説明を

終わります。ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 博文） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた

します。 

討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第２号「飯塚地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条

例」を、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

次に、議案第３号「飯塚地区消防組合行政財産使用料条例の全部を改正する条例」を議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。戸畑消防長。 

◎消防長（戸畑 廣喜） 

議案第３号「飯塚地区消防組合行政財産使用料条例の全部を改正する条例」について、提案

理由をご説明いたします。 

議案書の２ページをお開き願います。 

本案は、飯塚地区消防組合行政財産の使用、管理に関する事務を円滑に処理するため、本案

を提出するものであります。 

先ず、第１条は趣旨規定でございます。次に、第２条は使用料の納付について定めておりま

す。 
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次に、第３条では使用料の額を定めており、第 1 項は、第 1 項第 1 号及び第 2号に定めた使

用料の額に使用許可面積を乗じて得た額といたしておりますが、ただし書きにおいて使用許可

面積に１平方メートル未満の端数があるときはこれを切り上げた面積とし、また、計算された

使用料の額が１００円に満たないときは１００円とすることといたしております。第１号及び

第２号において、土地及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第１及び別表第２に定め

るところにより算出した額とし、第１項ただし書き及び第２項から第４項において端数が発生

した場合の処理規定等を定めております。 

別表第１及び別表第２に定める使用料の額についてご説明いたします。 

４ページをお開きください。 

先ず、別表第１で土地及び建物の使用料の額を別表第２では別表第１の規定により難い場合

の電柱からその他までの種目毎の使用料の額の算定について記載いたしております。 

３ページにお戻りください。 

次に、第４条は使用料の不還付について定めております。 

次に、第５条は使用料の減免について定めております。減免することができる場合は、第１

号から第６号に規定する場合といたしております。 

次に、第６条は使用料の徴収方法について定めております。 

４ページをお開き願います。 

第７条で、督促及び延滞金について定めております。 

附則第１項におきまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することといたしてお

ります。 

附則第２項につきましては、経過措置の規定でございます。この条例の施行の日の前日まで

に、使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお

従前の条例の例によることといたしております。以上で、議案第３号「飯塚地区消防組合行政

財産使用料条例の全部を改正する条例」の説明を終わります。ご審議のうえ、ご議決賜わりま

すようお願い申し上げます。 

○議長（田中 博文） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた

します。 

討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第３号「飯塚地区消防組合行政財産使用料条例の全部を改正する条

例」を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案どおり同意されました。 

次に、議案第４号「飯塚地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。戸畑消防長。 

◎消防長（戸畑 廣喜） 

議案第４号「飯塚地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例」について、提案理由をご

説明いたします。 

議案書６ページをお開き願います。 

 本案は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令（平成１２年政令第１６号）に定める手数料の一部が改正されたので、規定を整備する

ため、本案を提出するものであります。 

改正の内容につきましては、議案書８ページ以降の新旧対照表でご説明いたします。 

 まず、８ページから１２ページまでの別表の第２の項の改正は、危険物の製造所、貯蔵所又

は取扱所の設置の許可の申請に対する審査の手数料を、製造所、貯蔵所又は取扱所の種類・容

量に応じて、それぞれ改正するものでございます。 

 次に、１３ページから１４ページ上段までの別表の第６の項の改正は、危険物の製造所等の

設置の許可に係る完成検査前検査に対する手数料を、タンクの容量に応じて、それぞれ改正す

るものでございます。 

 次に、１４ページ下段から１５ページまでの別表の第７の項の改正は、特定屋外タンク貯蔵

所の保安に関する検査に対する手数料を、タンクの容量に応じてそれぞれ改正するものでござ

います。 

 次ページをお開きください。附則におきまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行

することといたしております。 

以上で、議案第４号「飯塚地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例」の説明を終わり

ます。ご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 博文） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた

します。 

討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第４号「飯塚地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例」を原案

どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案どおり同意されました。 

次に、一般質問ですが、一般質問の通告はあっておりませんので、一般質問を終結いたしま

す。 

次に、署名議員を指名いたします。 

 ４番 天野高行 議員 １８番 坂平末雄 議員。 

 よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、議事日程の全てを終了いたしましたので、平成２６年第１回飯塚地区消

防組合議会定例会を閉会いたします。  

お疲れさまでした。 
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午後２時４２分 閉会 

●出席及び欠席議員 

（ 出席議員 １８名 ） 

     １番 田 中 博 文       １２番 小 幡 俊 之 

３番 田 中 秀 哲       １４番 上 野 伸 五 

４番 天 野 高 行       １５番 吉 田 健 一 

５番 長 瀬 俊 夫       １６番 八 児 雄 二 

７番 田 淵 千恵子       １７番 松 延 隆 俊 

 ８番 田 中 政 喜       １８番 坂 平 末 雄 

 ９番 宮 原 由 光       １９番 中 村 春 夫 

１０番 山 倉 敏 明       ２０番 坂 口 政 義 

１１番 道 祖    満        

（ 欠席議員 ３名 ） 

      ２番 吉 永 雪 男       １３番 平 山   悟 

     ６番 森   裕 治 

 

●職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局書記   池 永 昌 直 

    〃     佐 藤 康 道 

〃     脇 坂 義 信 

●説明のため出席した者 

   組合長       齊 藤 守 史    総務課会計係長   篠 崎 太 望 

   副組合長      松 岡   賛    総務課会計係    和 多   良 

副組合長      井 上 利 一 

   会計管理者     和 田 幸 和 

消防長       戸 畑 廣 喜 

総務課長      鬼 丸 德 寿 

予防課長      大 塚 正 道 

警防課長      長 野 文 彦 

指揮指令室長    高 山 生 爾 

飯塚消防署長    吉 松 信 之 

飯塚署副署長      吉 野 雅 博 

山田消防署長    池 田 政 治 

桂川消防署長    井 原 眞 次 

警防課長補佐    藤 川 啓 司 

予防課長補佐    矢 野 信 秀 


